
 

 

 

 

 

児童相談所の新設【新規】 

６月補正予算額 11,528千円 

（債務負担行為 101,000千円） 
 

１ 事業の目的・概要 

令和２年６月４日付け千葉県社会福祉審議会の答申において、児童虐待対応件数の増加や一時

保護児童数の増加に伴う一時保護所の定員超過の状況を改善するため、児童相談所を２か所増設

する必要があるとされたことを受け、管轄規模の適正化に向け、印旛郡市と松戸市・鎌ケ谷市の

それぞれを管轄する児童相談所を新たに設置することとし、基本設計等を行います。 

２ 事業内容 

児童相談所２か所の新設に向け、令和３年度に敷地測量等を行います。また、令和３年度から

４年度にかけて基本設計等を行うため、債務負担行為を設定します。 

（１）敷地測量 7,370千円  

（２）土壌調査（地歴） 4,158千円 

（３）基本設計等業務委託 （債務負担行為 101,000千円） 

   ・建築・電気設備・機械設備の基本設計、地質調査 

３ 整備概要 

  （１）建設予定地  

・印西市牧の原（県企業局所有地） 

     ・松戸市高塚新田（松戸市所有地） 

  （２）スケジュール（予定） 

     ・基本設計 Ｒ３～４ 

     ・実施設計 Ｒ４～５ 

     ・工  事 Ｒ６～７ 

     ・開  設 Ｒ８ 

４ 新設児童相談所の管轄 

児童相談所名 現在の管轄市町村 新設後の管轄市町村 

中央児童相談所 

習志野市、市原市、八千代市、   

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里市、酒々井町、

栄町 

習志野市、市原市、八千代市 

新児童相談所① 

(印旛郡市) 
 

成田市、佐倉市、四街道市、八街市、

印西市、白井市、富里市、酒々井町、

栄町 

市川児童相談所 市川市、浦安市、船橋市、鎌ケ谷市 市川市、浦安市 

柏児童相談所 
野田市、流山市、我孫子市、柏市、  

松戸市 
野田市、流山市、我孫子市 

新児童相談所② 

(松戸市・鎌ケ谷市) 
 松戸市、鎌ケ谷市 

※船橋市及び柏市の管轄は、市が設置を目指している児童相談所への移行を見込む。 

担当課・問い合わせ先 
健康福祉部児童家庭課 
０４３－２２３－３６３４ 
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ファミリーホーム体制強化事業【新規】 

６月補正予算額 48,960千円 

 

１ 事業の目的・概要 

年々増加している障害児の対応や、今後、家庭養育を推進する中で一層増加が見込ま

れる乳幼児への対応を行うため、ファミリーホームにおける補助者等の雇上げ体制を強

化し、養育者の負担軽減を図ります。 

 

 

 

 
 

２ 事業内容 

  ファミリーホームにおける補助者等の配置に係る経費を補助します。 

 （１）負担割合 

国１／２、県１／２ 

 （２）補助上限額 

１か所あたり 4,080千円 

 （３）対象施設 

ファミリーホーム（県所管１５施設） 

 （４）実施要件 

設置基準より多く補助者を雇い上げている施設 

○ファミリーホーム（小規模住居型児童養育事業）とは 

「ファミリーホーム」とは、家庭で暮らせない子どもたちを養育者の家庭に 

迎え入れて養育する「家庭養護」です。養育者の家庭に５～６人の子どもを 

預かり、子ども同士の相互交流を通じて基本的な生活習慣を身につけ、豊かな

人間性及び社会性を養うことを目的としています。 

○ファミリーホームの養育者等の設置基準とは 

ファミリーホームには、２人の養育者（原則、夫婦である者）及び１人 

以上の補助者が必要です。なお、委託児童の養育に適した家庭環境が確保

される場合には、１人の養育者及び２人以上の補助者でも可能です。 

担当課・問い合わせ先 
健康福祉部児童家庭課 
０４３－２２３－２３２２ 
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保育所等における要支援児童等対応推進事業【新規】 

６月補正予算額 14,843千円 

 

１ 事業の目的・概要 

  保育所等（保育所、認定こども園又は小規模保育事業所）において、地域連携推進員

（保育士、社会福祉士又は精神保健福祉士等を想定）の配置を促進し、保育所等に   

おける要支援児童等（要支援児童、要保護児童及びその保護者等）の対応や関係機関  

との連携の強化、運営の円滑化を図ります。 

 

２ 事業内容 

  虐待防止対策として、要支援児童等への対応強化等を図るため、保育所等に保護者の

状況に応じた相談支援などの業務を行う地域連携推進員を配置する費用の一部を補助

します。 

［補助割合］国1/2、県1/4、市町村1/4 

［実施主体］要保護児童対策地域協議会を設置する市町村（委託可） 

［補助基準額］4,567千円/１か所 

［補助対象経費］人件費、委託料等 

 

３ 地域連携推進員の業務 

（１）専門的知識を活かした保護者の状況に応じた相談支援 

（２）市町村や関係機関と連携し、要支援児童等の心身の状態や家庭での生活、養育の  

状態等の適切な把握及び情報の共有 

（３） 要保護児童対策地域協議会が開催する個別ケース検討会議に参加し、関係機関への

情報の提供及び支援方針や具体的な支援内容の共有 

（４）保育所等における要支援児童等の出欠状況等について、市町村や児童相談所への  

定期報告の実施 

（５） 地域連携推進員が配置されていない保育所等や事業所内保育事業、家庭的保育事業、

居宅訪問型保育事業及び企業主導型保育事業を実施している施設への巡回支援 

（６）子育て支援や虐待予防の取組等に資する地域活動への参加等 

 

 

 

 担当課・問い合わせ先 
健康福祉部子育て支援課 
０４３－２２３－２３５５ 

【地域連携推進員】 
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児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業 

６月補正予算額 86,000千円 

（当初予算とあわせ 92,035千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

  児童養護施設退所者等の生活基盤の安定を図るために実施している、就職・進学に係る生活 

資金や運転免許など就職に役立つ資格取得費用等の貸付について、実施主体である千葉県社会 

福祉協議会に対し、必要となる貸付原資を積み立てます。 

  

２ 事業内容 

  千葉県社会福祉協議会が、就職・進学により児童養護施設等を退所した者で、保護者がいない

又は保護者からの養育拒否等の理由により住居や生活費など安定した生活基盤の確保が困難な

者や、児童養護施設等に入所中で就職に必要な資格の取得を希望する者に資金の貸付を行います。 

［補助率］国9/10、県1/10 

 

【貸付内容】 

 ①就職者 

 ［貸付額］ 

     家賃相当額（生活保護制度における住宅扶助額を上限） 貸付期間２年 

    ※ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は、 

・家賃相当額の貸付期間３年 

・生活費月額８万円 貸付期間１２ヶ月 

  ［貸付金の返済免除］ 

      ５年間就業継続した場合、返済が免除される 

②進学者 

 ［貸付額］ 

     家賃相当額（生活保護制度における住宅扶助額を上限） 貸付期間：正規修学年数 

生活費月額５万円 貸付期間：正規修学年数 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者の場合は、生活費の貸付

については、貸付期間のうち１２ヶ月は月額８万円に増額します 

 ［貸付金の返済免除］ 

    ５年間就業継続した場合、返済が免除される 

③資格取得希望者 

 ［貸付額］ 

      資格取得のための資金（上限25万円） 

 ［貸付金の返済免除］ 

     ２年間就業継続した場合、返済が免除される 

担当課・問い合わせ先 
健康福祉部児童家庭課 
０４３－２２３－２３２２ 
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ひとり親家庭住宅支援資金貸付事業【新規】 

６月補正予算額 98,400千円 
 

１ 事業の目的・概要 

母子・父子自立支援プログラムの策定を受け、就労等に向けて意欲的に取り組んで  

いる児童扶養手当受給者に対し、住居の借上げに必要となる資金の貸付を行うことに 

より、就労又はより稼働所得の高い就労、子どもの高等教育の確保などに繋げ、自立の

促進を図ります。 

 

２ 事業内容 

対 象 者 
児童扶養手当受給者（同等の水準の者を含む）であって、母子・父子自立支援

プログラムの策定を受け、自立に向けて意欲的に取り組んでいる者 

貸 付 額 原則12か月に限り、入居している住宅の家賃の実費（月額上限４万円） 

貸 付 利 子 無利子（ただし、償還に係る延滞利子は年3.0パーセント） 

償 還 免 除 

貸付を受けた日から１年以内に就職又は現に就業している者が母子・父子自立 

支援プログラム策定時より高い所得が見込まれる転職等をし、１年間引き続き就業

を継続したとき 等 

実 施 方 法 等 

貸付原資と事務費を補助金として社会福祉法人千葉県社会福祉協議会に交付 

して実施 

【事業に要する経費の負担割合：国９／１０、県１／１０】 

 

担当課・問い合わせ先 
健康福祉部児童家庭課 
０４３－２２３－２３２０ 
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不育症検査費用助成事業【新規】 

６月補正予算額 10,000千円 

 

１ 事業の目的・概要 

子どもを望む夫婦への経済的負担軽減と、不育症のリスク因子の早期発見により適切な治療に 

つなげるため、不育症検査のうち医療保険適用外のものについて、検査費用の一部を助成します。 

 

２ 事業内容 

［対象者］ 

以下の要件を全て満たしている方が対象となります。 

・二回以上の流産、死産の既往がある者 

・千葉県内（政令市・中核市を除く※）に住所を有すること 

 ※政令市・中核市は本事業の実施主体として同事業を実施できるため。 

［対象検査］ 

令和3年4月1日以降に実施した不育症検査であり、 

なおかつ、先進医療として告示されている不育症検査を対象とします。 

［実施医療機関］ 

先進医療の届出をしている医療機関であり、保険適用されている検査・治療を保険診療  

として実施している医療機関で検査を受けた場合に助成の対象となります。 

［給付内容］ 

対象検査の受検に要した費用について、1回5万円を上限に助成します。 

［助成方法］ 

（１）対象者は検査が終了した後に、申請書書類一式を千葉県へ提出します。 

（２）千葉県は申請内容を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し申請者へ通知します。 

（３）千葉県は助成決定した金額を申請者の指定口座へ振り込みます。 

［その他］ 

  ・対象検査及び実施医療機関は、厚生労働省のホームページにて確認できます。 

 

 

 

担当課・問い合わせ先 
健康福祉部児童家庭課 
０４３－２２３－２３３２ 
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私立学校経常費補助（一般補助） 

６月補正予算額 21,729,421千円 

（当初予算とあわせ 33,414,793千円） 

（R2当初 34,154,375千円） 

 

 

１ 事業の目的・概要 

  私立学校の振興と保護者負担の軽減を図るため、学校法人が設置する学校の運営費に

対し助成します。 

 

２ 事業内容 

 学校法人の教育に要する経常的経費に対し、生徒等１人当たりの国標準単価を基本と  
して助成します。 
県単独で上乗せする補助単価については、高等学校では26,500円、幼稚園では  

13,100円に引き上げ、経常費補助の一層の拡充を図ります。 

また、専修学校（専門課程）についても、県単独の経常費補助額を14,000円に     

引き上げます。 

 

 

 

担当課・問い合わせ先 
総務部学事課 
０４３－２２３－２０８３ 
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友人関係や家族の悩み、 
自分についての悩み、心配
事など、どんなお話もお聞
きします。 

子供自身のケアや家庭への
アプローチ、学校の先生や 
医療、市町村などと連携 
して、課題を解決します。 

子供たちの心のケア等を行う体制の強化 

６月補正予算額 132,000千円 

（当初予算とあわせ 857,526千円） 

（R2当初 705,898千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

  全ての児童生徒が安心して学校生活を送ることのできる体制づくりを進めます。 

 

２ 事業内容 

（１）スクールカウンセラーの配置 120,000千円（既定予算とあわせ 744,937千円） 

県内すべての公立小学校にスクールカウンセラーを配置し、児童生徒のカウン   

セリングや保護者、教職員等への助言・援助を行います。 

  [配置人数] 小学校466人（令和3年度当初176人とあわせ、小学校合計642人） 

 

（２）スクールソーシャルワーカーの配置 12,000千円（既定予算とあわせ 112,589千円） 

スクールソーシャルワーカーを増員し、児童生徒を取り巻く問題の解決、学校と福祉

機関等の連携体制の強化・支援を行います。 

  [配置人数] 10人（令和3年度当初44人とあわせ、合計54人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
担当課・問い合わせ先 
教育庁教育振興部児童生徒課 
０４３－２２３－４０５４ 

学 校（先生） 

スクール 

ソーシャルワーカー 

（社会福祉士、精神保健福祉士 等） 

スクール 

カウンセラー 

（臨床心理士、公認心理師 等） 
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担当課・問い合わせ先 
教育庁企画管理部教育政策課 
０４３－２２３－４１５０ 

新学習用ネットワーク整備事業【新規】 

６月補正予算額 79,200千円 

（債務負担行為 821,000千円） 

 

１ 事業の目的・概要 

全県立学校において1人 1台端末などのＩＣＴを活用した授業を実施するため、高速

大容量通信が可能となる新たなネットワークを、令和４年度４月からの運用開始に  

向けて整備します。 

 

２ 整備後の授業イメージ 

  各教科でＩＣＴ機器を効果的に活用し、学びの質を高めるとともに、情報活用能力を  

育てます。 

  ○クラウドサービスを活用し、間違いの多い問題の分析や基礎学力定着に向けた反復

学習など、生徒の理解度に合わせた効果的な学習活動を行います。 

  ○リアルタイムに学級全体で情報共有し、自分と他者との考えを比べ思考を深めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ＩＣＴ機器の活用で、
生徒等が思考・判断・ 
表現する活動が増える 

ミシンなどの使い方を録画・再生

し手順を何度でも確認できます。 
クラスメイトの意見をすぐに学級 

全体で共有して意見交換ができます。 
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